
入 札 公 告 
 

下記の業務について一般競争入札に付す。 

 

令和 8 年(2026 年) 1 月 9 日 

 

宝塚市長  森 臨太郎 

 

 

１． 一般競争入札に付す事項 

（１） 件  名 宝塚市クリーンセンター余剰電力 

（２） 履行場所 宝塚市小浜 1 丁目 2 番 15 号（クリーンセンター） 

（３） 契約期間 契約締結日から令和 9 年(2027 年) 3 月 31 日 24 時 00 分まで 

     ただし余剰電力売却開始は令和 8 年(2026) 4 月 1 日 0 時 00 分から 

（４） 予定電力量 契約期間内の全量（概ね 1,642,200kWh/年） 

 

２． 入札に参加する者に必要な資格 

次に掲げる条件を全て満たした者で、入札参加資格確認においてその資格があると認め

られるものとする。 

（１） 次に掲げる事項に該当しないこと。 

① 地方自治法施行令第 167 条の 4 に基づく資格制限に該当する者 

② 宝塚市の指名停止基準に基づく指名停止を、入札参加申込期限日（確認基準日）

及び入札日に受けている者 

③ 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24 年条例第 6 号。以下「暴力団

排除条例」という。）第 2 条第 3 号に該当する者 

（２） 公告日までに電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けて

いる者であること。 

（３） 宝塚市における令和 7 年度(2025 年度)物品等の入札参加資格を有すること。 

（４） 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者（ただし、開始決定後、国の認定を受けた者は除く。）及び民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、開始決定後、国の認定を受けた者は除く。） 

 

 

 



３． 入札手続き 

（１） 入札説明書の交付期間は、入札公告後から、令和 8 年(2026 年) 1 月 23 日まで

とする。 

（２） 入札説明書等は、宝塚市のホームページからダウンロードする方法、又はクリーンセ

ンター窓口での配布により行うものとする。 

 

４． 入札参加資格の申請及び結果通知 

（１） 申請期間は、入札公告後から令和 8 年(2026 年)1 月 20 日 15 時までとする（クリ

ーンセンター管理課への持参又は郵送とし、郵送の場合は期限内必着のこと）。 

（２） 結果通知は、令和 8 年(2026 年)1 月 21 日に電子メールにて通知する。 

 

５． 入札書の到着期限及びあて先等 

（１） 入札の方法    書留郵便による入札とする。 

（２） 入札書のあて先  〒665-0827 宝塚市小浜 1 丁目 2 番 15 号 

          宝塚市クリーンセンター管理課 契約担当 行 

（３） 入札書の到着期限 令和 8 年(2026 年)2 月 10 日 14 時必着 

 

６． 開札日時及び場所 

（１）開札の日時  令和 8 年(2026 年)2 月 10 日 15 時 

（２）開札の場所  クリーンセンター管理棟 

 

７． 契約条項等を示す場所及び期間 

宝塚市契約規則（以下「契約規則」という。）は、クリーンセンターにおいて、公告日から開

札日まで閲覧に供する。 

 

８． 入札等に関する質問及び回答の方法 

入札等に対する質問がある場合は、内容を簡潔にまとめて質問書に記載し、令和 8 年

(2026 年)1 月 23 日 15 時までに電子メールにて送付すること。なお、質問、回答とも令和

8 年(2026 年)1 月 28 日に電子メールにて行う。 

 

９． 落札方法 

（１） 予定価格以上で、最高の価格をもって落札とする。 

（２） 落札となるべき同価の入札をしたものが 2 人以上ある場合には、くじにより落札者

を決定する。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞

退することはできない。 

 



１０． その他 

（１） 提出書類の作成に係る費用は、入札参加者の負担とする。 

（２） 当該契約に関する書類等は、他の目的に使用してはならない。 

（３） 提出された書類等は、返却しない。 

（４） 入札参加者は、関係諸法令等を十分に承知し、遵守して入札に参加すること。 

（５） その他、詳細については入札説明書による。 


